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中央労基協 令和４年１２月

令和４年度 年末年始無災害運動を実施します！

年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるようという趣

旨で昭和４６年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で５２回目を迎えます。

一年の締めくくりを笑顔で送り、災害のない明るい新年を迎えるために、「安全最優先」の考え方を基本に、あわ

ただしい時期にこそ、作業前点検の実施、安全な作業方法の確認などを着実に実施しましょう。

「年末年始無災害運動リーフ」 １枚目 二つ折りの絵柄の方 を拡大又は縮小にて貼付

なお、 １枚目の絵柄の下にある「 中災防…」の箇所は切り取ってください。
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年末年始無災害運動用品販売のお知らせ

厚生労働省では、災害が増加する年末に「年末にむけ

た労働災害防止の取組みについて」と題して安全衛生対

策をお願いしております。

それらを踏まえて令和４年 月 日から令和５年

月 日まで第 ２回年末年始無災害運動を行います。

（公社）東基連 中央労働基準協会支部では、健康で

快適な職場づくりをお手伝いするため年末年始無災害運

動のポスター等を販売しております。

詳細は下記ホームページをご覧ください。お申込みお待ちしております
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受講費【円】
(受講料+テキスト代・税込) 12月

令和5年

1月 2月 3月

22～24日

満席 満席

満席 9・10日

特
別

教
育

27日

9・10日

16日 2日

(会員)10,500
(非会員)12,500

24・25日 6・7日

(会員)10,500
(非会員)12,500

7日

第１種３日
(会員)19,000
(非会員)22,000

7～9日 15～17日

第２種２日
(会員)16,140
(非会員)19,140

7・8日 15・16日

特例第１種1日
(会員)9,400

(非会員)10,400
9日 17日

無料
【しおり代、715円】

(会員)4,320
(非会員)6,320

(会員)7,650
(非会員)10,650

5日
12日

無料

※講習等の日程及び内容に関しましては、変更になる場合がございますので、ご了承ください。（その他安全衛生・人事労務講習等は、一部【案】を含みます。）

※講習会場は、原則、中労基協ビル４階ホールです。

※受講料、テキスト代は消費税を含んだ金額となっております。テキスト代は改訂により変更となる場合があります。

※会員とは、東基連本部・支部（中央・上野・王子・足立荒川・亀戸・江戸川・八王子・立川・青梅及び三鷹の各労働基準協会支部）会員をいいます。

中央労働基準協会支部　講習会開催予定〔令和4年12月～令和5年3月〕

　講習名　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　               　　　　　　　　　　　月　　日

リスクアセスメント担当者研修

安全管理者選任時研修

技
能
講
習

酸素欠乏･硫化水素危険作業主任者技能講習

法
定
講
習
等

衛生推進者養成講習

第２種酸素欠乏危険作業特別教育

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

安全衛生推進者養成講習

石綿作業主任者技能講習

そ

の

他

安

全

衛

生

講

習

人

事

労

務

講

習

等

初級衛生管理者実務講座（未定）

女性関連セミナー（未定）

受
験
準
備
講
習

衛生管理者試験受験準備講習

年金講座【2回セット】

新たに選任された衛生管理者のためのセミナー（日程未定）
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令和４年度 年末年始無災害運動実施要領

１ 趣 旨

年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎え

ることができるよう、事業場等の取り組み促進を図る趣旨で、昭和 年から厚生労働省

の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で 回目を迎える。

令和３年の労働災害による死亡者数は867人と４年ぶりに増加し、死傷者数は149,918
人と平成10年以降で最多となった。死傷者数をみると、高年齢労働者による労働災害が
依然として増加傾向にあり、業種別では特に、社会福祉施設や製造業では前年より大幅

な増加が見られた。事故の型別では、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災

害を除くと、「転倒」、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」で大きく増加した。 
また、本年上半期（１～６月）の労働災害の状況を見ても、製造業、建設業、陸上貨物

運送事業、第三次産業で死傷者数が増加した。特に小売業、保健衛生業（社会福祉施設含

む）、警備業等を含む第三次産業は昨年同時期より 59.8％増となっている。事故の型別で
は「転倒」、「動作の反動・無理な動作」、「その他（主として感染症によるもの）」が目立

つ。誰もが安心して安全に働ける職場環境づくりや、転倒・腰痛災害予防のために若年期

から身体機能の維持向上のための取り組みが重要である。 
 
令和４年においては、労働安全衛生法施行令の改正により、職長等教育の対象外であ

った、食料品製造業（うまみ調味料製造業および動植物油脂製造業は従来から対象）、新

聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が追加され、令和５年４月より新たな職長とな

った者に対する教育が義務化されることとなった。職長は安全の要と言われる重要な立

場にあることから、義務化を契機に安全衛生活動のより一層の活発化につなげたい。 
労働衛生の分野では、化学物質による労働災害防止のための新たな規制が導入され、

リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理が強化される。具体的には、代替物

等の使用等によりリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること

（令和５年４月１日以降）、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業場ごとに化

学物質管理者を選任すること（令和６年４月１日）、衛生委員会の付議事項を追加するこ

と（令和５年４月１日以降）等、改正を踏まえた対応が求められる。

職場の安全と健康を確保するためには、経営者、労働者が一丸となって安全衛生活動

を推進し、災害のない職場環境を整えるためにも、一つひとつの作業を丁寧に確認し、次

の作業に備えること、そして体調管理を万全にし、無理をしないことが大切である。

とりわけ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の両立が求められる

中で迎える年末年始は、慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検・再稼働等の作

業が多くなるほか、積雪や凍結による転倒等の危険が増す。各事業場においては、非定常

作業における安全確認の徹底、作業前点検の実施、作業手順や交通ルールの遵守、安全衛

生保護具の点検の実施、感染症予防を含めた労働者の健康状態の確認などに全員で取り

組むことが一層重要となる。

皆で力を合わせて無事に一年を締めくくり、明るい新年を迎えられるよう、安全・健康

への思いを新たにし、本年度の年末年始無災害運動を展開することとする。

２ 実施期間

令和４年１２月１日から令和５年１月１５日までとする。

３ 運動標語
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かかりつけ医等や

地域の医療機関に相談しましょう。

令和 年９月 日作成

症状が改善せず続く場合には・・・？
（新たに症状が出現 した場合も含みます。）

※ 自治体によっては、相談窓口を設置している場合や相談できる

医療機関のリストをホームページで公開している場合があります。

新型コロナウイルス感染症に感染された方へ

症状が長引く
ことがあることを知っていますか

（罹患後症状）

（参考１） 新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント

新型コロナウイルス感染症にかかった後、ほとんどの方は時

間経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いで

すが、一部の方で長引く症状（罹患後症状 いわゆる後遺症）

があることがわかってきました。

（参考２） （世界保健機関） は、罹患後症状について「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ，
少なくとも２カ月以上持続し，また，他の疾患による症状として説明がつかないもの．通常は
発症から３カ月経った時点にもみられる．」と定義しています。

りかん

りかん

りかん

罹患後症状の例

疲労感・倦怠感 関節痛 筋肉痛 咳

息切れ 胸痛 脱毛喀痰

記憶障害 集中力低下 頭痛 抑うつ

嗅覚障害 味覚障害 動悸 下痢

腹痛 睡眠障害 筋力低下
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「待ってます 元気なあなた 明るく迎える年末年始」

４ 主唱者

中央労働災害防止協会

５ 後援

厚生労働省

６ 実施者

各事業場

７ 主唱者の実施事項

（１） 機関誌、ホームページ等を通じての広報

（２） 報道機関等を通じての周知

（３） リーフレット等の制作および配布

（４） 小冊子、ポスター、のぼり、デジタルコンテンツ等の頒布・配信

８ 事業場の実施事項

（１） 経営トップによる安全衛生方針の決意表明

（２） リスクアセスメントおよび労働安全衛生マネジメントシステムの導入・定着

（３） ＫＹ（危険予知）活動を活用した非定常作業における労働災害防止対策の徹底

（４） 安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等の点検と整備・更新

（５） 化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物質管理の徹底

６ 金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置の実施

（７） 転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防止や腰痛予防対策の徹底

（８） 火気の点検、確認など火気管理の徹底

（９） 交通労働災害防止対策の推進

（ ） 安全衛生パトロールの実施

（ ） 機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施

（ ） 年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底

（ ） 年始時期の作業再開時の安全確認の徹底

（ ） 過重労働をしない・させない職場環境づくり

（ ） 高年齢労働者を含めた身体機能の維持向上のための健康づくり、健康的な生活

習慣（睡眠、食事、運動等）に関する健康指導などの実施

（ 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の感染症拡大防止対策の徹底

（ ） 職場のハラスメント防止につながる取り組みの推進

（ ） 自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働災害防止対策の推進

（ ） 安全衛生旗の掲揚および年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示

（ ） その他安全衛生意識高揚のための活動の実施
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ハラスメントでお困りの方は、無料で相談できる全国の労働局・労働基
準監督署にある総合労働相談コーナーをご利用ください。詳しくは、
ポータルサイト「あかるい職場応援団」まで。

❖１２月は「職場のハラスメント撲滅月間」です！❖

―令和４年４月より中小企業に対してもパワーハラスメント防止対策が義務化されています。－

別添、リーフレット「パワハラ防止 」を縮小にて貼付願います。


